
 

第 ５ ２ １ 回 役 員 会 議 事 要 録 

 

日 時  令和６年２月２７日（火）１３時３０分 

場 所  学長室 

出席者  野田学長，岩山研究・人事担当理事，野地教育・学生担当理事， 

杉浦連携・附属学校担当理事，新津総務・財務担当理事， 

東大学経営担当理事 

オブザーバー   中川監事  

陪席者  総務・企画部長，財務・学術部長，学務部長，附属学校部長，総務課長， 

     総務課副課長 

議 長  野田学長 

開 会  １３時２６分 

 

議事に先立ち，第５２０回役員会の議事要録の確認があった。 

 

議 題 

１．職員給与細則の一部改正について 

学長から提議され，新津理事から大学教員に係る入試業務手当に附属高等学校

入試業務を追加することに伴う職員給与細則の一部改正について，資料に基づき

説明があり，審議の結果，原案どおり承認した。 

 

２．教育学研究科教育実践高度化専攻シニア特別教員（教授）の採用について 

  学長から提議され，岩山理事から第１３３回教授会（１月３１日開催）で 

教育研究業績が適格であることが確認された教育学研究科教育実践高度化専攻

シニア特別教員（教授）２名の採用について，当日提示資料に基づき説明があり，

審議の結果，原案どおり承認した。 

 

３．教育学研究科教育実践高度化専攻実務家教員（准教授）の採用について 

  学長から提議され，岩山理事から第２３４回教育研究評議会（２月１４日開催） 

 で教育研究業績が適格であることが確認された教育学研究科教育実践高度化専

攻実務家教員（准教授）１名の採用について，当日提示資料に基づき説明があり，

審議の結果，原案どおり承認した。 

 

報 告  

１ 国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る承認について 

 新津理事から令和４事業年度における余剰金の使途が，文部科学省に承認され 

たことについて，資料に基づき報告があり，これを了承した。 

 

 



 

 

２．次回の開催日時について 

  学長から，次のとおり開催する旨報告があった。 

次回 第５２２回役員会 令和６年３月１１日（月）１３時３０分 

 

 

閉 会  １３時４１分 

以 上 


